
 

 

 

 

平成２３年度 

 

三芳町職員採用試験受験案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 第１次試験  平成２３年９月１８日（日） 

 

◇ 受 付 期 間  平成２３年７月１９日（火） 

             ～８月 ３日（水） 
 

 

 

 

 

 

三  芳  町 
 

 

 

 

一般事務職 

技術職（土木） 

技術職（建築） 

司書 

 

募集職種 



１ 職種及び採用予定人員 

職種 採用予定人員 

一般事務職  ４名 

技術職（土木）  １名 

技術職（建築） 

 

 １名 

司書  １名 

 ※ 採用予定人員は変更になることがあります。 

※ 人事異動により専門職種以外の部署に配属となることがあります。 

 

２ 受験資格 

職 種 資格要件 年齢要件 

一般事務職 

高校、短大もしくは高等専門学校、

大学を卒業又は平成２４年３月末

までに卒業見込の人 

大学卒：昭和５８年４月２日以降に生まれた人 

短大卒：昭和６１年４月２日以降に生まれた人 

高校卒：平成元年４月２日以降に生まれた人 

技術職（土木） 

高等学校、大学等で土木の専門

課程を修了または平成２４年３

月修了見込みの人 

昭和５６年４月２日以降に生まれた人 

技術職（建築） 

高等学校、大学等で建築の専門

課程を修了または平成２４年３

月修了見込みの人 

昭和５６年４月２日以降に生まれた人 

司書 
司書資格を有するか平成２４年

３月末までに取得見込みの人 
昭和５６年４月２日以降に生まれた人 

※ 日本国籍を有する人が受験できます。 

※ 次の事項に該当する方は受験できません。 

地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人 

 

３ 試験方法 
《第１次試験 教養試験及び作文試験》 

教養試験 

（１２０分） 

公務員として必要な一般的知識及び知能を判断するため、それぞれの最終

学歴に応じた筆記試験（択一式）を行います。 

作文試験 

（９０分） 
作文能力、課題に対する理解力、思考力についての試験を行います。 

《第２次試験 口述試験》 

   第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。 



４ 試験日程等 
 

《第１次試験》 

     日   時：平成２３年９月１８日（日） 

         午前 ８時３０分 受付開始  午前９時３０分 試験開始 

      会   場：三芳町役場 庁舎３階 

         三芳町大字藤久保１１００番地１ 

 

 

 

★交通手段★ 

東武東上線 鶴瀬駅 

  または みずほ台駅から 

徒歩 約４０分 

 バス 約１０分 

 

バスの時刻表 掲載 URL 

http://www.town.saitama-mi

yoshi.lg.jp/town/bus_jikok

uhyou.html 

 

 

 

 

《第２次試験》 

     日   時：平成２３年１０月下旬以降の予定 

      会   場：第１次試験合格者に個別通知 

《合格発表予定》 

      第１次試験・・・１０月中旬 

      第２次試験・・・１１月下旬 

 

５ 受験手続 
 

   以下の提出書類に必要事項を記入し、三芳町役場 総務課 職員係へ提出してください。 

   なお、郵送により申し込む場合は、封筒の表に「採用試験」と朱書きをしてください。 

提出書類を受理した場合、申込者に受験票を交付（郵送）します。 

 

《提出書類》 

◯ 三芳町職員採用試験申込書 

◯ 卒業証明書又は卒業見込証明書 １通 

◯ 成績証明書 １通 

◯ 写真 ２枚（最近６ヶ月以内に撮影した上半身脱帽正面向の縦４㎝×横３㎝の 

写真で、うち１枚は試験申込書に必ず貼ってください。） 

◯ 既に司書の資格がある方はその写し １通 

○ 郵送により申し込む場合のみ 受験票返信用として８０円切手 １枚 

 



６ 受付期間 
 

平成２３年７月１９日（火）から平成２３年８月３日（水）まで（土、日曜日は除く） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで      

※ 郵送による場合は、８月３日（水）消印まで有効とします。 

（郵便事故等による未達については責任を負いませんので、簡易書留で早めに郵送して 

ください。） 

 

７ 合格から採用まで 
 

① 採用の時期は、原則として平成２４年４月１日からの予定です。 

② 履歴等の記載に丌正があったときは、採用資格を失います。 

③ 免許（資格）取得見込みの者がそれを取得できなかったときは、採用資格を失います。 

 

８ 採用されてから 
 

◯  初任給（平成２３年４月１日現在 【】内は地域手当加算後） 

大学卒 １８４，２００円 【１９８，９３６円】 

短大卒 １６１，６００円 【１７４，５２８円】 

高校卒 １４９，８００円 【１６１，７８４円】 

    一定の経歴がある場合は、これらの金額に所定の額が加算されます。 

    昇給は、原則として年１回行われます。 

◯  諸手当 

     地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当等が支給要件に応じて支給されます。 

◯  賞  不（６月・１２月） 

     年間３.９５月分になります。 

◯  休  暇 

      年次有給休暇は年間２０日（採用された年は１５日） 

      病気休暇及び出産、結婚、忌引等の場合に不えられる特別休暇があります。 

◯  勤務時間 

     一週間の勤務時間は、原則として３８時間４５分です。 

 

                   

 

 

 

三芳町役場 総務課 職員係 
〒354-8555 

埼玉県入間郡三芳町大字藤久保１１００－１ 

TEL０４９－２５８－００１９（内線４０７・４０８） 

三芳町のホームページ 

  http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/ 

 

採用試験についての 

お問い合わせ・受験申込は 

http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/

